
委託する産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報 

  

１ 廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

 ⑴ 感染性産業廃棄物 

  ア 鋭利物（黄） 

   (ｱ) 内容物 

 注射針、穿刺針、メス刃、カミソリ、輸液セット一式、破損したバイアル類、

カットしたアンプル、縫合器等 

(ｲ) 荷姿 

容量１ℓ、３ℓ、１０ℓ、１４ℓ、１８ℓ程度の携帯用鋭利物廃棄容器及び容量４０

ℓ、４８．５ℓ程度のレオペール（専用密閉容器） 

  イ 血液等汚染物（赤） 

   (ｱ) 内容物 

・ 血液、血清、血漿及び体液 

・ 手術及び病理検査に伴い発生する病理廃棄物（臓器、組織、骨片、血液及び

体液等） 

・ 感染症の治療検査などに使用された後排出されたもの（体液が多く付着した

もの） 

(ｲ) 荷姿 

４０ℓ、７０ℓ程度のレオペール（専用密閉容器） 

  ウ その他（オレンジ） 

   (ｱ) 内容物 

・ 血液等が付着したディスポ注射シリンジ、各種チューブ類、カテーテル類、

生ワクチン、バイアル、血液製剤のバイアル、吸引のディスポ袋 

・ 紙オムツ類（特定の感染症患者が使用したもの、血液が付着したもの）、血液

及び体液が付着したガーゼ、ギプス、ディスポシーツ及び布類等 

・ 感染症病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室から治療及び検査

等で使用された後排出されたもの 

・ 薬剤耐性菌検出等経路別感染対策を実施している患者から排出されたもの 

   (ｲ) 荷姿 

     ５０ℓ程度のメディカートン（ダンボール製廃棄物容器） 

 ⑵ 廃プラスチック類 

  ア コンテナ 

   (ｱ) 内容物 

     空の薬液ボトル（微量の薬液が残存していることがある）等のプラスチック製

品 



   (ｲ) 荷姿 

４ｔ（８ｍ３）程度のコンテナ 

  イ その他（機密ごみを含む） 

   (ｱ) 内容物 

機密情報を含むＣＤ等のプラスチック製品及びゴム手袋、包装袋等その他のプ

ラスチック製品 

   (ｲ) 荷姿 

     黒色ビニール袋（機密ごみ）及び透明ビニール袋（その他） 

⑶ ガラスくず（廃プラスチック類を含む） 

ア バイアル 

   (ｱ) 内容物 

     空のバイアル（微量の薬液が残存していることがある）等 

   (ｲ) 荷姿 

     ２ｔ（４ｍ３）程度のコンテナ 

 ⑷ 混載ごみ（大型ごみ） 

   (ｱ) 内容物 

     廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、

木くず 

   (ｲ) 荷姿 

バラ積み 

２ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該廃棄物の性状の変化に関する事項 

 ⑴ 感染性産業廃棄物 

   保管期間が長いと腐敗及びそれに伴う悪臭を生じることがある 

 ⑵ 廃プラスチック類 

   廃棄されたプラスチック製品に揮発性の高い薬液が残存していることがある 

⑶ ガラスくず（廃プラスチック類を含む） 

  廃棄されたガラスくず（廃プラスチック類を含む）製品に揮発性の高い薬液が残存

していることがある 

３ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 

  なし 

４ その他廃棄物を取扱う際に注意すべき事項 

  なし 

５ 委託契約の有効期間、発注者が受注者に支払う料金、受注者の許可証の事業の範囲及

び上記１から４までに記載の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事

項 

    発注者は、書面によりその旨を速やかに受注者に通知するものとし、廃棄物の適正な



処理に必要と認められるその他の情報についても受注者の求めに応じて提供するものと

する。 

６ 委託業務終了時の受注者の発注者への報告に関する事項 

  受注者は発注者から委託された処分業務が終了した後、電子マニフェスト上で処分終

了報告を行うことをもって終了報告を行うこと。 


